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 実際、地場産が経営しているわけですから、

道の駅や菜なポートのことを申し上げますけど

も、実際、お客様というのは自由です。いろん

なことおっしゃいます。ですけども、やはり長

井市の地場産というものを自信を持って販売す

る、様々なイベントをする、そしてふるさと納

税なんかでも地場産に委託してるわけですから、

品質のよいものを、長井市の誇れるものを送っ

ていただく。そういうことをさらに努力をして

いただければと思っております。 

 今回、5,000万円あったものが3,000万円とい

うことでは、大きくそのところは評価したいと

思います。市長も地場産の理事長として頑張っ

ていらっしゃるんだと思います。ですから、そ

こは評価いたしますが、さらに地場産というこ

との重みをしっかりと考えていただいて、品質

向上、売上向上、市民へのサービス、それから

市内外の観光客に対しても長井市を知ってもら

うために頑張っていただければと思います。長

井市の顔ですので、そのところを強く申し上げ

まして、私の質問を終わらせていただきます。 
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○梅津善之委員長 次に、順位６番、議席番号

７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 最後の質問になります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は２つの質問を行います。 

 まず、１番目の質問は、地域公共交通の課題

についてのご質問をします。 

 ２款１項６目企画費、101市民バス運行事業

3,429万1,000円の関連についてご質問いたしま

す。 

 総務常任委員会における地域づくり推進課の

資料によりますと、自家用有償旅客運送許可に

より、車両５台による定時定路線型で市営バス

を運行し、交通弱者に対する移動手段を提供し、

市民の社会生活を確保することができる事業で

ある。また、利用者の利便性を向上させるため、

ルート・ダイヤの大幅な改正を令和３年10月か

ら実施する予定である。あわせて、車両減価償

却費等補助を活用し、地方バスの車両を更新す

るための車両１台を購入するとの内容となって

います。 

 まず、令和３年10月からのルート・ダイヤの

大幅な改正の概要について、地域づくり推進課

長にお尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 改正の概要でご

ざいますが、まず、長井市役所新庁舎長井駅の

ところと、あと館町南のショッピングセンター

の辺り、その２か所をハブ化ということで、乗

換えの拠点にいたしまして、現在の路線を極力

維持しながら、また地域から要望あります、例

えば宮原地区は空白になってますので、そうい

ったところを拡充しながら、効率的な運行を目

指すべく時刻の調整を行っているところでござ

います。 

 具体的には、小さな拠点と中央地区を５台の

バスでまず結ぶっていうこと。あと中央地区に

ついては、５台のバスのうち平野バスと致芳バ

スを循環させて市内循環をつくること。あと、

中央地区と公立置賜総合病院については西根バ

スと豊田バスを組み合わせてそこのルートを取

るということで、見直しを検討しております。 

 ポイントとしましては、ハブ化しますので乗

換えが必要になってきますから、バスとバスが

一緒につながって車外でお待ちいただかないよ

うな工夫を今しているところでございます。あ

と通学とか通勤でも使えるように、朝の出発時

刻を早めるような改正も今準備してるところで

ございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 
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○７番 浅野敏明委員 新市庁舎と館町南の商店

をハブ化とするということですが、具体的に商

店というとどの辺になるんですか。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 大きいお店、ヤ

マザワさんとか、あとヨークベニマルさんとか

うめやさんも駐車場ありますが、今のところ安

全な場所ということでヤマザワさんと調整して

いますがまだ調整中でございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 ヤマザワさん辺りという

ことですが、新市庁舎だと待合室がありますが、

商店だとそういう場所がないのがちょっと欠点

かなというふうに思います。 

 次に移ります。新市庁舎の完成に合わせた今

の見直しの概要だと思いますが、これまでの課

題を整理して市民ニーズに沿ったルート・ダイ

ヤの改正であるべきだと思います。これまでの

市民バス運行事業の実績と課題について、地域

づくり推進課長にお尋ねします。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 実績については、

最近、皆さんに認知していただいておりまして、

利用状況は増えております。平成29年について

は年間約２万3,500名の方で平成30年が２万

4,000人で令和元年度については２万5,800人と

いう実績がございますので、利用状況は増えて

いる状況にあります。 

 ただ、今の５台のバスが各拠点から中央地区

を通って公立置賜総合病院まで５台のバス全部

行ってますので、中央地区の部分であったり、

あと公立置賜総合病院辺りはだんご状態で運行

してるところがありますので、そういったとこ

ろはやっぱり効率が悪いと思ってますので、そ

の辺が課題ということで今回見直しをしたとこ

ろでございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 運行自体の課題っていう

か、例えばコミュニティセンターを起点として

出発して公立置賜総合病院までのルートだと思

いますが、その中で中央地区を循環してまた行

くっていうと、かなりの時間差ができるんじゃ

ないかと思いますが、一番長いバスで公立置賜

総合病院まではどのくらいの時間がかかります

か。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 一番長いルート

でいうと西根バスになると思いますが、西根バ

ス、白兎駅から中央地区通って公立置賜総合病

院まで行って、また中央地区に戻るということ

なので、詳しい情報ちょっと今ありませんけど

も、１便で２時間ぐらいかかる状況かと思いま

す。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 分かりました。 

 市民のニーズに基づいてルート・ダイヤを改

正することで乗車人数のさらなる拡大に結びつ

くのではないかと思います。それには常に乗車

する乗客だけでなく、広く市民の意識やニーズ

を調査すべきだと思います。これまでアンケー

ト調査等の意識調査は行われていないかと思い

ますが、調査事業も補助対象事業になるのでは

ないかと思います。大幅な改正を行う上で、課

題を解消し、市民ニーズに沿った運行とするた

め、市民アンケート調査等が必要ではないかと

思いますが、地域づくり推進課長にお尋ねしま

す。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 今回の改正につ

いては、現在の路線をベースにしてますので、

具体的な市民アンケートは実施しておりません

が、実際今乗車されているお客様であったり、

あとは地区の声、コミュニティセンターとか地

区長会さんのほうにヒアリングしながら意見の

ほうは集約していきたいと考えております。 

 あと、市民アンケートについては、今年の10
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月に大幅に改正しますので、その状況を踏まえ

てアンケート調査を行っていきたいと考えてお

ります。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 それは補助対象になりま

すか。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 アンケート調査

は特に補助対象とは考えておりませんで、自前

でそんなに費用をかけずにできるものと考えて

ますので、自前でやりたいと思います。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 ぜひ今後の運行を継続し

ていくために、アンケート調査等を実施してい

ただきたいと思います。 

 市民バスの運行については、これまで試行錯

誤しながら現在のルート・ダイヤによる運行に

なったものと思いますが、新たにバスセンター、

新市庁舎が完成し、これまでの道の駅「川のみ

なと長井」を含め、待合室の機能を有するセン

ターが２か所となります。目的に即した運行と

利便性を高めるため、時刻表を気にしないで乗

車できるような運行も必要ではないかと思いま

す。私が考えるに、それには市街地をバス２台

で右回り、左回りで循環するバスを運行するこ

とで、市民ニーズが高いと思われる買物や主な

利用頻度が高い施設を回り、ワンコイン100円

程度で乗車できるような循環バス運行を含め、

新たなコースを設定し、新市庁舎や道の駅「川

のみなと長井」をバスセンターとしてハブ化す

べきだと思います。目的別のバス運行と結束さ

せて乗換えの利便性を向上させ、乗客の増加を

図るための運行を、今回の改正には間に合わな

いかもしれませんが、検討の上、改正をするべ

きだと思います。 

 平成29年３月定例会の一般質問における質疑

では、ルートを見直して間もないこともあり、

改めて検討したいとの答弁をいただきましたが、

改めて市長の見解をお伺いいたします。 

○梅津善之委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、市民のニーズっていうの

は、ゲート・ツー・ゲートが最高だってことが

まず１点ですね。あと料金体系と、それから路

線も含めてできるだけシンプルっていうのは２

つ。あとは３つ目は、自分の目的にできるだけ

早く着きたい。この３つだと思ってるんですね。

ただ、市民の皆様はまず基本的にバスに乗り慣

れてないだろうということから、民間がどんど

んどんどん撤退したということもあって、随分

前からバスの運行をやってきたわけですが、や

っぱり乗車率が上がらないっていうのは、この

３つの基本を実現するのがいかに難しいかとい

うことだと思ってます。 

 今回、市民バスのハブ化というのは、乗り換

えしなきゃいけないんですね。だから、これは

ちょっと大変だろうとは思ってるんですけども、

それと市内をぐるぐる回ると、例えば公立置賜

総合病院に行く人はそれだけ時間かかるわけで

すね。先ほどありましたように、最大で２時間

もかかってしまうと。ですから、そこのところ

は市内循環バスを別途用意するといいだろうと。

ただ、乗り換えするのが面倒だと思わないよう

なやり方を検討しなきゃいけないんだろうと思

っています。 

 ほかのバスはできるだけ市民のお宅がある細

い道路なども入れるように、あるいは冬も雪道

でも運行できなくなったりしないようにという

ことで、14人乗りの少し高いバスをやってるわ

けですけども、循環バスについては、それとは

別に、低床の少し広いバス、これ2,000万円ぐ

らいするそうですので、なかなかそう簡単には

いかないなということなんですけども、これら

をいずれ実現していきたいということで、でき

れば市内の循環バスはやっぱりどこで乗っても

どこで降りてもワンコインで100円で。あとは

できるだけ５つのバスが基本ですけども、これ
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も確実に毎日じゃないってところあるわけです

ね。あとは土日は病院とか休みだからいいだろ

うっていう発想の下で今まできたんですけども、

果たしてそれでいいんだろうかと。土日のどっ

ちか運行したらいいんじゃないかとも思います

し、改善の余地はいろいろあると思います。ま

ずはそういった予算と経費的なところと、そし

てやっぱりある程度面倒だけども、安くて行き

たいところに行けると、前よりずっと早く行け

るというようなことをまずは当面の目標として

改善をしていかなきゃいけないというふうに考

えております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 市長も循環バスが必要だ

というような認識を持っているというようなこ

とでありますので、すぐにっていうわけにはい

きませんが、ぜひ検討して早期に実現していた

だきたいとなと思います。 

 これまでの市民バスの運行は、先ほど地域づ

くり推進課長からあったように、市街地を通り、

全て公立置賜総合病院行きになっており、特に

中央地区にお住まいの高齢者などのニーズに沿

った運行になっていないため、利便性が感じら

れず、特に中央地区の高齢者の乗客の増加に結

びついていないのではないかと思います。その

ため、目的地として最も高いニーズの公立置賜

総合病院へのバス運行として、新市庁舎や道の

駅からの直行バスの運行も含めて検討すべきだ

と思いますが、それをすることによって時間の

短縮も図られると思いますが、地域づくり推進

課長のお考えをお伺いします。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 道の駅とか長井

市役所新庁舎のほうから直通の専用のバスがあ

れば一番理想的なんですが、なかなか資源にも

限りがありますので、まず今のところ29人乗り

バスの西根バスは西根地区から中央地区を通っ

てなるべくストレートに公立置賜総合病院に行

くような形で今考えてますけども、そのバスと、

あと豊田バスは豊田地区と中央地区をピストン

しますので、公立置賜総合病院までのルートは

まずは当面その方法で確保していきたいと考え

ております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 ぜひご検討をお願いした

いと思います。 

 先ほど市長からも答弁の中で少し触れられま

したが、運行時間帯が通学者、通勤者の時間帯

でないこと、それから出張で長井市を利用する

方の時間帯にも合ってないこともあって、なか

なか利便性が感じられないという方が多いと思

います。フラワー長井線の利用拡大に結びつけ

るよう、長井駅の発着時間に沿った市民バスの

運行、それから通勤・通学者のための時間帯の

運行を検討すべきだと思います。また、山形市

方面の通勤・通学者の利便性を高める上で、山

形交通の定期便の発着時刻に沿った運行も検討

する必要があると思いますが、地域づくり推進

課長にお尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 フラワー長井線

との連携につきましては、ハブの拠点が長井市

役所、長井駅になりますので、そこで連携を図

れるものと考えております。 

 あと、山交バスについては、今、道の駅を出

発して中央十字路を通って、すぐ北に行ってま

すけども、今、山交バスと調整しておりますが、

10月以降は長井駅経由で通っていただくように

調整してますので、その辺の連携は取れると思

ってます。 

 あと、通勤については、周辺地域から市内へ

の通勤には対応取れると思いますが、例えば山

形市への通勤となってきますと、市役所前で大

体６時何分の出発時刻になりますので、なかな

かそこに市営バスの時刻を合わせるのは難しい

ものですから、山形市への通勤については対応



 

―３４９― 

取れませんが、それ以外の時間帯の連携は図っ

ていきたいと考えております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 早朝であればちょっと難

しい面もあるかと思いますが、ぜひフラワー長

井線との利便性を感じられるような運行体系を

検討していただきたいと思います。 

 このたびの施政方針における重点的な取組と

して、デジタル技術の活用を掲げ、デジタル技

術を活用し地域の課題を解決することで、快適

に暮らせるスマートシティの実現を目指すとし

ています。このたびのルート・ダイヤの大幅な

改正に併せて、市営バスの運行管理やＧＰＳを

活用してスマートフォンで運行状況を見える化

することも検討すべきではないかと思います。

平成30年９月定例会で、除雪車運行管理システ

ムの導入を図るべきとの提案を行いました。早

速元年度から導入をしていただき、今年度で２

年目となります。各市民バスにＧＰＳを備える

ことで、市営バスの運行管理などにも運用でき

るのではないかと思いますが、地域づくり推進

課長にお尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 ＧＰＳを活用し

たロケーションシステムにつきましては、除雪

システムのほうでもう実績ありますので、その

運用を持ってくれば可能かと思いますが、夏場

は多分大丈夫だと思いますけども、冬場はやっ

ぱり端末の台数が重複しますので、そういった

コストのところは調整必要かと思いますが、市

営バスへの導入は十分可能かと思います。 

 あと、デジタル化ということになりますけど

も、ついてはロケーションシステムのほかキャ

ッシュレス等についても今後検討していきたい

と考えております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 すぐにでもできるという

のは心強い答弁だったんですが、スマートフォ

ンで各自見ることもすぐにでも可能になるとい

うことで理解してよろしいですか。 

○梅津善之委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 除雪システムだ

とホームページ上で除雪機械の位置確認できる

と思いますので、市営バスについても市営バス

にＧＰＳつけておけば同じ仕組みで確認できる

と思います。やっぱり冬場になりますと、市民

の方からもまだバス来ないんだけどもって問合

せがありますので、市民の方も確認できますが、

我々市のほうでもどういった状況なのかってい

うことも判断できますので、ＧＰＳとロケーシ

ョンシステムについては、ちょっと検討してい

きたいと考えます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 ぜひ今回の運行ダイヤの

改正に合わせて見える化できればいいなと思い

ますので、ぜひご検討をお願いしたいと思いま

す。 

 市営バスの運行については、スマートシティ

実現のための実証事業の段階だと思いますが、

持続可能な運行事業にシフトをする必要がある

と思います。令和３年度の事業内容を見ますと、

運行収入が208万1,000円に対して、運行委託料

2,077万円、需用費777万9,000円の計2,854万

9,000円の経費を見込んでいます。運行収入は

経費の7.3％、補助金を合わせても経費の38％

の収入となっています。 

 補助事業として見込まれるうちは運行できる

と思いますが、持続可能な地域公共交通事業に

なるように、長期的な経営計画を立てる必要が

あり、運行を民間委託することも含めて検討す

るべきではないかと思います。地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律の一部を改正する

法律が令和２年11月から施行となり、地域公共

交通のマスタープランの作成が努力義務化され

ていますが、マスタープランも含めて計画を策

定する必要があると思いますが、今後の運行方
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針について、市長にお伺いいたします。 

○梅津善之委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 持続可能な地域公共交通事業に

ついてということで、これも民間に任せたらい

いんじゃないかというようなお話でございます

けども、令和２年に山形県と県内全市町村が参

加したマスタープランである「山形県地域公共

交通計画」の策定作業を進めております。本市

の細かい部分については、これまでのとおり、

長井市地域公共交通会議で協議することに変わ

りはございませんけれども、公共交通は地域間

を超える話でありますので、県全体で検討する

場としまして山形県地域公共交通活性化会議で、

計画策定後も議論を継続して、２つの交通会議

を通して本市における公共交通の維持確保、利

便性の向上を引き続き検討してまいりたいと考

えております。 

 また、地域交通の現状として、平成初期に山

交バス、西根線が撤退してるとおり、本市の人

口規模、人口密集状況においても、地域公共交

通での収益は見込まれません。現在運行してお

ります長井白鷹経由の山形行きのバスも赤字だ

そうであります。補助しているにもかかわらず

赤字だということで、撤退の可能性もございま

す。このように、持続可能な地域公共交通事業

として交通空白地を解消し、どこに住んでいて

も市街地や、あるいは県庁所在地の市町村まで

行けるような生活水準の確保はこれまでどおり

国、県のご協力をいただきながら市で支えてい

くものだというふうに考えております。市の直

営バスとしていかに効率的で利便性の高い路線

を維持できるかが重要であり、コストは自治体

ごとの限度の中で最大の効果を出せるように取

り組んでいく考えであります。 

 なお、こういうことも考えますと、やはり私

ども市民はできるだけ歩きたくない、面倒なこ

とは嫌だという、これに慣れてしまっておりま

すけれども、かつてフラワー長井線の廃止とい

うことがいろいろ検討されたときに、不便であ

っても１時間にたとえ１本であっても、鉄道が

あることのありがたみっていうのを忘れてると。

なくなったときの大変さ、困難さを考えたとき

に、バスはある程度乗り換えしなきゃいけない

とか、本数が少なくてもやっぱり行政で、長井

市で支えられる交通体系をいかにつくっていく

かということが大切で、そのためにもやはりこ

れからスポーツと健康を兼ねた健康スポーツ課、

新年度から機構改革の中で目玉の一つとして考

えてますけども、市民の皆様にはいつまでも歩

くということがまずは健康維持の基本でありま

すんで、そこのところを嫌がらない市民になる

必要があるんじゃないかと。そういうことから、

自分も歩く習慣をこれから大切にしていきたい

なと思っておりますんで、バスもタクシーほど

便利じゃないけども、定期的に使えば便利だと

いうことを知っていただけるような、そんな取

組なども含めて今後とも公共交通を維持してま

いりたいというふうに思います。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 民間委託が全て正しいと

は思ってはいませんので、ぜひ持続可能な運営

形態を検討していただきたいと思います。新市

庁舎が長井駅と合体するというようなことで、

ぜひ職員の皆さんにも、月に何回か乗るような、

そういった取組も含めてぜひこれからお願いし

たいと思います。 

 次に、２番目の質問に移ります。高齢者の交

通安全対策についてご質問いたします。 

 ２款１項11目諸費、002交通安全推進事業510

万円の関連についてご質問いたします。 

 全国的に高齢者による車の誤操作や逆走等に

よる死亡事故のニュースが多く報じられていま

す。実際に人命に関わるような大きな事故が起

これば、被害者とその家族だけでなく、加害者

とその家族の人生に大きく関わってくる恐れが

あります。高齢者の事故が多いのは身体機能低
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下、認知機能低下が主な原因と指摘されていま

す。平成29年３月の改正道路交通法では、交通

事故や交通違反をした場合は、随時検査を実施

することが義務になり、検査後に医師が認知症

と診断すれば、免許取消しになることになりま

した。大きな事故が発生する前に、また免許取

消しになる前に、自主返納を促す取組が必要で

はないかと思います。 

 長井市における免許取得者数に占める高齢者

数を市民課長にお尋ねいたします。 

 併せて、ここ５年間の交通事故に占める高齢

者による交通事故件数をお尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 お答えします。令和２年12

月末現在での数字になりますが、全体で免許取

得者１万8,335人、そのうち65歳以上は5,805人、

31.7％となります。 

 直近５年間の高齢者による交通事故において、

人身事故件数におきまして、まず高齢者が加害

者側では、平成28年34人、平成29年25人、平成

30年27人、令和元年25人、令和２年で24人です。

被害者側としては、平成28年が37人、平成29年

が29人、平成30年が22人、この年、死者３名で

ございます。令和元年19人、令和２年13人とい

ずれも減少傾向にございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 全体の交通事故件数と比

較するとどのくらいの割合になっていますか。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 高齢者による事故件数のみ

聞いておりますので、全体の件数は把握してご

ざいません。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 分かりました。どれぐら

いの割合か分かりませんが、割合的には二、三

十％になるんではないかと思います。特に高齢

者の運転は自分が気づかないうちに様々な機能

低下により交通事故に結びついているかと思い

ます。本市における交通安全対策としてどのよ

うな取組をしてるのか、市民課長にお尋ねいた

します。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 長井市において、まず長井

地区交通安全協会では、運転に必要な判断動作

や注意力などを診断する機材を搭載いたしまし

た交通安全ゆとり号を活用した交通安全教室を

実施しております。また、自動車学校の教官や

警察署の職員を講師に迎えて長井市高齢者長生

き教室と言われる交通安全教室を実施しており

ます。また、次に、自動車学校の教官を講師に

迎えて、車の点検や自動車学校のコース内を実

地訓練する研修会も毎年開催してございます。

コースを利用しての講習会については、今年度

は実施できなかったということでした。また、

交通安全母の会では、例年、ミニデイサービス、

老人クラブ等での交通安全教室において、高齢

者ドライバーを題材としました寸劇を披露いた

だいております。また、市内の高齢者約200世

帯を訪問して、夜光反射材を配布し、交通安全

を呼びかけていただいております。長井市では、

老人クラブやミニデイサービスなどに交通安全

専門指導員を派遣し、実際に起きた事故原因や

高齢者に対する交通安全教室を実施し啓発して

おります。 

 このように、あらゆる策を講じて交通事故を

１件でも少なくしようと取り組んでおります。

交通事故のないまちづくりのために、関係する

団体と協力し合って、今後も引き続き運動を継

続してまいりたいと考えております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 いろいろ取組を紹介して

いただきましたが、交通安全教室等々について

は、コミュニティセンター単位で開催されてい

ますか。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 コミュニティセンター単位
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ということでの開催ではありませんが、地区の

要望を受けてそこに出向いて講習会を行うよう

な格好になってございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 認知症に至らなくとも身

体の衰えを感じたら自主返納の啓発等の取組も

必要だと思います。しかし、車が高齢者の生活

に欠かせない足となっていることもあり、なか

なか免許を手放しにくいのも実情ではないかと

思います。 

 過去５年間における自動車免許証の自主返納

者の人数について、市民課長にお尋ねいたしま

す。 

 あわせて、自主返納者への支援についてお尋

ねいたします。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 自主返納の人数について、

平成28年100人、平成29年111人、平成30年122

人、令和元年158人、令和２年が141人となりま

す。 

 自主返納者への支援について、まず１つ、市

営バスの回数券の配付、１万5,000円分。次に、

フラワー長井線利用券の購入助成券の交付、こ

ちら最大5,000円分となります。また、山形県

タクシー協会により、運転経歴証明書の提示に

より、タクシーの利用料10％割引がございます。

市の独自支援としてもう一つですが、運転経歴

証明書発行の手数料1,100円ですが、こちらの

全額助成を行っております。このほか、地区交

通安全協会からは記念のフェースタオルを進呈

しているということでした。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 最後の、安全協会から記

念の何を頂けるということですか。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 フェースタオルでございま

す。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 はい、分かりました。 

 自主返納者の啓発についても、先ほど交通安

全のいろいろな取組を紹介していただきました

が、ぜひその中でも自主返納啓発等の取組も行

っていただければと思います。 

 昨年、山形市において、東北芸術工科大の学

生が返納者に贈る修了証を考案し、運転免許あ

りがとさま卒業式として実施したとの記事があ

りました。高齢者の中には免許を手放すことに

抵抗を感じる方も相当いると思われます。修了

証授与式として、記念の盾などを贈る長井版、

免許証修了式も返納を促す大きな取組になるか

と思いますが、市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

○梅津善之委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変ユニークなご提言だと思い

ます。こちらにつきましては、長井警察署の交

通課の免許の更新とか、あるいは返納の手続の

窓口である長井地区交通安全協会さんと協議し

ながら、ぜひ検討してまいりたいと思いますが、

ただ、修了証とか、何か記念としてお渡しする

っていうのはいいと思うんですけども、式をや

るのはなかなか大変なのかなと。式をとなると

まとめてならざるを得ませんね。そこにいらっ

しゃるまでどうして来るんだって、それはむし

ろいろいろいい訓練になるのかもしれませんけ

れども、ぜひこの辺のところは長井警察署さん

とも相談しながら、ぜひ新年度になりましたら

検討してまいりたいと思います。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 私もその年齢になったら

手放すのに非常に抵抗があるんではないかなと

今から思ってますので、ぜひ手放すきっかけに

なるような施策として検討していただければと

思います。 

 昨年12月、全国36道府県で7,325か所が危険

のバス停として判明したとの記事がありました。

危険なバス停とは、停車したバスの車体が横断
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歩道にかかるなどの危険性の高いバス停で、危

険度の高い順にＡランク、横断歩道にバスの車

体がかかるか過去３年間で停車中のバスに起因

する人身事故が発生したバス停、Ｂランク、横

断歩道の前後５メートルの範囲に車体がかかる

バス停、Ｃランク、交差点前後５メートルの範

囲に車体がかかるバス停などの基準で３ランク

に分類する調査を実施し、順次、運輸支局のホ

ームページで公表するとしています。この調査

は主に定期バスのバス停の調査だと思いますが、

大きな事故が発生する前に適切な処置を講ずる

必要があると思います。 

 市民バス、スクールバス、幼稚園・保育園バ

スの運行にも関わりますが、特に高齢者や幼児、

児童生徒の安全な乗降を確保する必要がありま

す。長井市における危険なバス停は存在しない

のか、市民課長にお尋ねします。 

 未調査であれば、早急に調査して、危険と思

われるバス停位置の変更を行うよう促すべきだ

と思いますが、併せてお尋ねいたします。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 国土交通省の調べで危険な

バス停のうち山形県内の危険なバス停は24か所

あり、そのうち長井市の分はゼロということで

した。 

 山形交通が運営する路線バス、長井－山形間

においては、長井市内のバス停11か所いずれも

車体が横断歩道にかかる等危険なバス停ではな

いと確認しております。 

 市営バスについては、市内166か所全てのバ

ス停が危険なバス停に該当しないということを

確認しております。 

 スクールバスにおいても、バス停の看板があ

るわけではありませんが、市内の55か所全て横

断歩道にかかるなどの危険なバス停ではないと

いうことで、そういった横断歩道にかかるよう

な場所に停車していないということを確認して

おります。 

 なお、市内の児童センターの園児バスについ

てですが、実際に範囲が大きくて調査を行って

おりません。ただ、こちらについても運転手に

は交差点や横断歩道付近などに停車しないよう

周知を徹底してまいります。また、スクールバ

ス同様、その年の利用児童によって停車する位

置が変わりますので、毎年こちらの指導を徹底

してまいりたいと考えてございます。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 長井市には危険なバス停

は今のところはないというようなことで安心し

たところです。 

 物理的なバス停の調査も含めて、交通安全教

室等々でそういった歩行者が横断歩道を渡る場

合の交通安全指導とか、そういった取組も必要

かと思いますが、今後の交通安全の取組につい

てもう一度、市民課長にお伺いいたします。 

○梅津善之委員長 金子 剛市民課長。 

○金子 剛市民課長 特に幼児の部分については、

かもしかクラブ等により子供の交通安全対策、

あと高齢者についても交通安全専門指導員を通

して各地区にお邪魔して、そういった啓発活動

を一生懸命頑張っていきたいと思っております。 

○梅津善之委員長 ７番、浅野敏明委員。 

○７番 浅野敏明委員 以上で質問を終わります。

ありがとうございました。 

○梅津善之委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これから、各会計予算の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第３号 令和３年度長井市一般 

 会計予算についての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 それでは、議案第３号 令和


